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記録の整備について
対象：全サービス
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出典：厚労省HPより引用・編集

『【厚労省】介護保険施設等運営指導マニュアル
別添確認項目及び確認文書』として、集団指導資
料としてPDFデータを事前送付しております。
各事業所におかれましては、該当するサービス種
別をご確認いただき、記録の整備・保管状況の再
確認をお願いいたします。
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電子申請・届出システム利用の原則化について
対象：全サービス
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出典：厚労省HPより引用・編集
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介護事業所の電子申請のステップについて
対象：全サービス
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STEP1 GビズIDの取得
出典：デジタル庁HPより引用・編集
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STEP2 アカウント登録
出典：厚労省HPより引用・編集
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出典：厚労省HPより引用・編集

STEP2 アカウント登録(後)
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STEP3 登記情報提供サービス（推奨）
出典：一般財団法人民事法務協会HPより引用・編集
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※福津市HP掲載ページ
ホーム＞組織一覧＞高齢者サービス課＞介護事業所指導係＞介護事業
所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用について
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介護サービス情報公表システムについて
対象：全サービス
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このホームページでは、全国約２１万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。
皆様の「事業所・施設選び」を支援いたします。
まずは、このホームページの「全国地図」から、お住まいの都道府県を選択（クリック）して下さい！
「介護サービス事業所」とは、介護保険法に基づき、自宅における生活支援、日帰りで通う機能訓練・デイサービス及び施設における入所（入居）支
援などのサービスを提供する事業所又は施設のことです。
都道府県知事等により「指定」を受けています。
また、市町村が地域包括支援センター、生活支援等サービス、認知症に関する相談窓口、有料老人ホームの情報を公表している場合は、このホーム
ページで検索できます。

出典：厚労省HPより引用・編集

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/


業務継続計画の作成について
対象：全サービス
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出典：厚労省HPより引用・編集

出典：厚労省HPより
スライド資料一部抜粋
(BCP作成(入所系))



医療と介護の連携の推進について
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出典：厚労省『令和６年１２月２２日 日本在宅療養支援病院協議会研究会』より引用・編集
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協力医療機関との連携体制の構築について
対象：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

（介護予防）認知症対応型共同生活介護



出典：厚労省『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』より引用・編集



入院時連携加算について
対象：居宅介護支援
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出典：厚労省『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』より引用・編集
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通院時情報連携加算について
対象：居宅介護支援



出典：厚労省『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』より引用・編集



特定事業所加算について
対象：居宅介護支援
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介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせ
て提供する場合の取扱い

対象：（認知症対応型）通所介護
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【通所介護提供中の利用者に保険外サービスを提供する場合】

● 通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスは、基本的には通所介護サービスとな るため、別に費用徴収することはでき
ない。以下の４つのサービスについては、通所介護と明確に区分することが可能であるため、通所介護を中断して保険外サービスとして提供し、
その後引き続き通所介護を提供することが可能

○事業所内において、美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血

※ 鍼灸や柔道整復等の施術を行うことはできず、無資格者によるマッサージの提供は禁止されている。

○利用者個人の希望により事業所からの外出に係る同行支援

※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事
業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。

○ 物販・移動販売やレンタルサービス

○ 買い物等代行サービス

【留意事項】

地域密着型（認知症対応型）通所介護の提供時間の算定に当たっては、保険外サービスの提供時間を除外して報酬請求すること。

通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画を、利用者本人（又はその家族）に対して説明し同意を得て、通所
サービスの利用料とは別に費用請求がうこと。

契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、
必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画（週間サービス計画表）に
記載すること

〈参考〉介護保険最新情報Vol.678「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

令和７年度福津市介護事業所等集団指導資料



総合マネジメント体制加算の見直しについて
対象：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護援
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出典：厚労省『社会保障審議会介護給付費分科会（第239回）』より引用・編集
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ケアプランデータ連携システムについて
対象：全サービス
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出典：公益社団法人 国民健康保険中央会『ケアプランデータ連携システムについて』より引用・編集
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 【お知らせ】（令和8年1月１3日付厚労省通知）

 現在ケアプランデータ連携システムの登録を行うと、ライセンス料が無料
となるキャンペーンが実施されていますが、令和8年度中も引き続き無料
で利用できるとの国の通知が出ています。

 介護保険最新情報vol.1460介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援
事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用
のための介護事業所等への支援策について（PDF：1.53メガバイト）別ウ
インドウで開きます
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運営推進会議について
対象：地域密着型サービス



介護情報基盤の概要
対象：地域密着型サービス





ご清聴ありがとうございました。
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